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学校コードの取り扱いに関する意見について 

 

 標記の件について、下記のとおり意見を申し上げる。 

 

記 

 

１ 資料２について 

（１）１．学校コードについて 及び ２．学校コードの付番主体について 

付番方針の策定にあたっては、各都道府県教育委員会等の意見を十分聞き、

反映させること。 

 

（２）３．学校コードの例外的な場合について 

校名を引き継ぐ再編・統合であっても、地域の実情に応じて新規付番がで

きる等柔軟な対応を認めること。 

 

２ その他 

（１）新設、廃止等の更新はどのように行うのか、文部科学省への報告はどのよ

うに行うのか等、学校コードを変更することにより想定される各都道府県の

対応については、整理の上、速やかに公表すること。 

 

（２）学校コードを変更することにより各都道府県のシステムに改修が必要と

なる場合は、各都道府県の負担とならないよう財政措置を講じること。 

 


